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平成 28年 2月 16日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局監督課長

（契印省略）

「事例集 Ij の活用について

全国の労働基準監普官は、賃金不払、違法な長時間労働、賃金不払残業、労働災害

など社会が解決を求めている課題の解消のため、監督指導を通じて労働基準関係法令

の履行確保に全力を挙げているところであり、監普指導による是正を促しても法違反

を是正しない、文は繰り返し法違反を犯す、法違反を是正しても元の法違反の状態に

後戻りしてしまうなど重大文は悪質な事案も後を絶たず、これらに対しては、看過す

ることなく司法警察権限を行使し、地方検察庁（以下「地検Jとしづ。）に送検して

いるところである。

ろである。

ついては、事例集 Iを都道府県労働局（以下「地方局」という。）と地検との情報

共有の資料として活用し、地検とのなお一層の連絡協調に努めること。

なお、捜査の基本は、徹底した捜査による事実の確定で、あって、事案に即した適切

な捜査処理が求められることから、周到な捜査計画、綿密な捜査の実施に万全を期す

ため、捜査の過程においても、積極的に地検の担当検察官に相談・協議する等して連

携を密に図ることが肝要であることは言うまでもないが、送検後に補充捜査を指示さ

れた場合には、迅速、的確に対応するとともに、常に、捜査事項や処分方針等につい



て意見交換できる関係の構築に努めること。

また、事例集 Iの配布スケジューノレ等については、，＇$ 1J紙を参考とされたい。

事例集 Iの管理について、事例集 Iには、個人情報に係る記載を削除しているが、

等を掲載しており、紛失等に

よりその情報が外部に流出した場合は、労働基準監督機関に対する国民の信頼を失墜

させるおそれがあるため、その取扱いには細心の注意を払うこと。また、関係職員に

対しては、庁舎外への持出しを原則禁止とする等、管理の徹底を指示するとともに、

各地方局労働基準部監督課において、配布状況及び余部の保管状況等について、組織

的な管理を徹底すること。



別紙

1. 平成 28年 2月

( 1 ) 本省監督課より法務省刑事局公安課あてに事例集 I （データ版）を参

考送付。

( 2) 法務省刑事局公安課長名で最高検察庁公安部長、各高等検察庁及び地

方検察庁の次席検事あてに事例集 I （データ版）を参考送付。

2. 同年3月

( 1 ) 本省監督課より地方局監督課へ事例集 I （冊子）を送付。

( 2) 地方局への配布部数は、労働基準監督官全員分及び地検分（規模に応

じ10部から 30部）。

3. 同年4月以降

( 1 ) 地方局幹部等が地検幹部又は担当検察官を訪問する等して事例集 Iを

必要部数配布すること。

(2) 定期的に地検と連絡協議会等を開催している地方局においては、当該

協議会等の場において、事例集 Iの掲載事案や自局の送致事案に関する

意見交換を実施するなどして意思疎通の促進を図ること。

定期的な連絡協議会等の開催がない地方局においても、種々の機会を

とらえて事例集 Iの掲載事案や自局の送致事案に関して意見交換を行う

こと。




